
提

出

者

赤

嶺

政

賢

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

二

三

七

号

沖
縄
県
立
八
重
山
病
院
及
び
県
立
北
部
病
院
等
の
産
婦
人
科
の
存
続
・
再
開
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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沖
縄
県
立
八
重
山
病
院
及
び
県
立
北
部
病
院
等
の
産
婦
人
科
の
存
続
・
再
開
に
関
す
る
質
問
主
意
書

多
く
の
離
島
を
抱
え
る
沖
縄
県
に
お
い
て
は
、
全
国
的
な
医
師
の
地
域
的
偏
在
の
た
め
に
、
特
に
産
科
医
の
不
足
、
不
在
は

深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

地
域
医
療
の
中
核
で
あ
る
県
立
八
重
山
病
院
（
石
垣
市
）
は
、
昨
年
八
月
か
ら
医
師
の
確
保
が
で
き
ず
脳
神
経
外
科
が
休
診

し
、
さ
ら
に
産
婦
人
科
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
同
病
院
の
産
婦
人
科
は
、
現
在
、
九
州
大
学
産
婦
人
科
教
室
が
派
遣
す

る
医
師
二
名
と
県
立
中
部
病
院
の
研
修
医
二
名
の
四
人
体
制
で
診
察
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
九
州
大
学
か
ら
の
医
師
二
名

の
派
遣
は
五
月
末
で
終
了
し
、
伊
江
院
長
は
「
二
人
体
制
で
は
産
科
の
存
続
は
厳
し
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
後
任
の
産
科
医
が

確
保
で
き
な
い
場
合
に
は
、
他
の
二
名
の
医
師
も
離
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
産
婦
人
科
の
休
止
と
い
う
事
態
に
追
い
込
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
県
立
宮
古
病
院
（
宮
古
島
市
）
で
は
、
常
勤
の
脳
神
経
外
科
医
が
不
在
で
島
で
の
手
術
が
で
き
な
い
と
い
う
状
態
が

続
い
て
い
る
。

本
島
北
部
地
域
で
は
、
県
立
北
部
病
院
（
名
護
市
）
の
産
科
医
が
退
職
し
、
昨
年
四
月
か
ら
医
師
が
不
在
の
ま
ま
休
止
状
態

に
あ
る
。

一



こ
の
た
め
沖
縄
県
を
は
じ
め
、
大
学
、
医
療
機
関
、
医
師
養
成
機
関
等
と
連
携
し
、
県
内
外
か
ら
産
科
医
の
派
遣
を
含
め
て

産
科
医
の
確
保
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
尽
く
し
て
い
る
が
、
沖
縄
県
だ
け
の
取
り
組
み
で
は
限
界
が
あ
り
、
産
科
医
の

不
足
・
不
在
は
一
向
に
改
善
さ
れ
ず
、
地
域
住
民
の
不
安
は
募
る
ば
か
り
で
あ
る
。

国
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
危
機
的
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
産
科
医
の
派
遣
・
確
保
の
た
め
の
即
効
性
・
実
効
性
の
あ

る
緊
急
的
な
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
べ
き
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
し
た
い
。

一

県
立
八
重
山
病
院
産
婦
人
科
の
存
続
と
産
科
医
の
派
遣
・
確
保
に
つ
い
て

�

離
島
の
さ
ら
に
離
島
で
あ
る
八
重
山
地
域
で
は
、
こ
れ
ま
で
年
間
六
〇
〇
人
余
の
分
娩
が
あ
り
、
そ
の
処
置
を
一
手
に

引
き
受
け
て
い
た
県
立
八
重
山
病
院
の
産
婦
人
科
が
休
止
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
母
子
の
生
命
の
安
全
へ
の
不
安

や
経
済
的
な
負
担
か
ら
、
今
後
、
島
で
は
子
供
が
生
め
な
い
状
態
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
同
地
域

は
、
県
立
病
院
以
外
に
分
娩
で
き
る
医
療
機
関
が
な
い
た
め
に
、
妊
娠
中
の
出
血
、
破
水
、
帝
王
切
開
等
の
緊
急
処
置
に

対
応
す
る
た
め
に
医
師
の
確
保
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
危
機
的
な
状
況
に
つ
い
て
、
政
府
の
認
識
を
問
う
。

�

県
立
八
重
山
病
院
の
産
婦
人
科
の
存
続
の
た
め
に
後
任
の
産
科
医
の
派
遣
・
確
保
に
つ
い
て
、
政
府
に
お
い
て
は
、
ど

二



の
よ
う
な
努
力
を
し
て
い
る
か
、
取
組
み
の
現
状
と
見
通
し
を
問
う
。

二

県
立
北
部
病
院
の
産
婦
人
科
の
再
開
と
産
科
医
の
派
遣
・
確
保
に
つ
い
て

�

県
立
北
部
病
院
の
産
婦
人
科
医
が
退
職
し
、
産
婦
人
科
が
休
止
し
て
一
年
が
経
過
す
る
が
再
開
の
め
ど
が
立
っ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
に
、
片
道
数
時
間
か
け
て
医
師
の
い
る
県
立
中
部
病
院
（
う
る
ま
市
）
な
ど
の
他
地
域
の
病
院
へ
救
急
搬

送
を
行
っ
て
お
り
、
救
急
車
内
で
出
産
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
異
例
な
事
態
も
生
じ
て
い
る
。

同
病
院
の
産
婦
人
科
の
休
止
が
も
た
ら
し
て
い
る
尋
常
な
ら
ざ
る
事
態
に
つ
い
て
、
政
府
の
認
識
を
問
う
。

�

政
府
は
、
本
年
四
月
、
県
立
北
部
病
院
へ
の
防
衛
医
官
の
派
遣
を
決
定
し
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
派
遣
時
期
、
派
遣
期

間
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。
ま
た
、
同
病
院
の
産
婦
人
科
の
再
開
の
目
途
と
、
そ
の
後
の
二
十
四
時
間
体
制
に
向
け
た
県
立

北
部
病
院
の
医
師
派
遣
・
確
保
の
た
め
の
ど
の
よ
う
な
努
力
を
さ
れ
て
い
る
の
か
。

�

産
婦
人
科
の
閉
院
の
お
そ
れ
の
あ
る
、
他
の
自
治
体
病
院
に
対
す
る
防
衛
医
官
の
派
遣
の
可
能
性
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

三

県
立
八
重
山
病
院
等
の
医
師
不
足
・
不
在
の
解
決
策
に
つ
い
て

�

離
島
等
に
お
け
る
産
科
医
等
の
確
保
に
つ
い
て
、
政
府
が
、
本
年
度
予
算
に
お
い
て
、
離
島
等
に
勤
務
す
る
医
師
が
一

三



時
的
に
勤
務
地
を
離
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
医
師
に
代
わ
っ
て
患
者
を
診
察
す
る
代
診
医
の
派
遣
要
請
に
応
え
る
た
め
の

制
度
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
、
国
会
で
審
議
中
の
「
改
正
医
療
法
」
第
三
十
条
の
十
二
に
基
づ
き
産
科
医
等
の
確
保
を

推
進
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
代
診
医
派
遣
要
請
制

度
の
充
実
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
施
策
で
、
ど
の
よ
う
な
取
組
み
を
進
め
る
の
か
。

�

県
立
八
重
山
病
院
及
び
県
立
北
部
病
院
に
お
い
て
は
、
「
代
診
医
派
遣
要
請
制
度
」
等
の
充
実
に
よ
っ
て
産
科
医
の
派

遣
・
確
保
が
期
待
さ
れ
る
も
の
の
、
両
病
院
の
状
況
は
き
わ
め
て
緊
急
を
要
す
る
事
態
に
あ
る
。
従
っ
て
、
政
府
に
お
い

て
は
、
即
効
性
、
実
効
性
の
あ
る
緊
急
避
難
的
な
措
置
に
よ
っ
て
、
今
の
状
況
を
打
開
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の

か
、
政
府
の
対
応
策
を
伺
い
た
い
。

�

政
府
は
、
い
わ
ゆ
る
「
小
児
科
医
等
の
確
保
が
困
難
な
地
域
に
お
け
る
当
面
の
対
応
策
」
を
「
当
面
最
も
有
効
な
手
段

方
策
で
あ
る
」
と
し
て
進
め
、
産
科
医
の
確
保
が
困
難
な
地
域
に
つ
い
て
、
圏
域
の
設
定
、
医
療
機
関
の
連
携
に
よ
る
医

療
資
源
集
約
化
・
重
点
化
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
の
策
定
を
都
道
府
県
に
要
請
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

政
府
は
、
同
計
画
の
策
定
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
実
施
に
移
さ
れ
た
場
合
に
は
、
沖
縄
県
に
お
け
る
県
立
八
重
山
病
院
、

同
北
部
病
院
の
産
科
医
の
不
足
・
不
在
は
解
消
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
。

四



四

九
州
の
離
島
に
お
け
る
産
婦
人
科
及
び
産
科
医
不
足
の
実
情
に
つ
い
て

�

離
島
の
多
い
長
崎
県
、
鹿
児
島
県
に
お
い
て
も
、
県
当
局
を
は
じ
め
医
療
機
関
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
離
島
で
の
産
科

医
の
不
足
の
解
消
を
図
る
た
め
に
懸
命
の
努
力
を
し
て
い
る
が
、
産
科
医
を
確
保
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
な
状
況
に

あ
る
。
島
に
よ
っ
て
は
、
産
科
医
不
在
の
た
め
に
本
土
で
の
分
娩
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
て
お
り
、
産
科
医
不

足
・
不
在
は
、
九
州
の
離
島
に
お
い
て
も
深
刻
で
あ
る
。

人
口
一
万
人
で
少
な
く
と
も
約
一
人
の
産
科
医
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
崎
県
の
対
馬
（
人
口

三
九
、
〇
〇
〇
）
、
壱
岐
（
人
口
三
三
、
〇
〇
〇
）
、
中
通
島
（
人
口
二
三
、
〇
〇
〇
）
、
福
江
島
（
人
口
四
四
、
〇
〇

〇
）
、
鹿
児
島
県
の
種
子
島
（
人
口
三
四
、
〇
〇
〇
）
、
屋
久
島
（
人
口
一
三
、
〇
〇
〇
）
、
奄
美
大
島
（
人
口
七
〇
、

〇
〇
〇
）
、
徳
之
島
（
人
口
二
八
、
〇
〇
〇
）
、
沖
永
良
部
島
（
人
口
一
四
、
〇
〇
〇
）
等
離
島
の
多
く
で
は
、
そ
の
水

準
に
達
し
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
産
婦
人
科
及
び
産
科
医
の
実
情
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
政
府
の

現
状
認
識
を
問
う
。

�

こ
れ
ら
の
離
島
に
つ
い
て
、
島
毎
の
病
院
数
（
分
娩
可
能
な
施
設
を
含
め
て
）
、
産
科
医
数
（
常
勤
・
非
常
勤
別
）
並

び
に
分
娩
を
は
じ
め
妊
娠
中
の
出
血
、
破
水
、
帝
王
切
開
等
の
緊
急
処
置
、
二
十
四
時
間
体
制
の
有
無
の
対
応
方
が
ど
の

五



よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
情
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

ま
た
、
政
府
に
お
い
て
は
、
か
か
る
離
島
に
お
け
る
産
科
医
の
確
保
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
努
力
を
し
て
い
る
の
か
、

取
組
み
の
現
状
と
見
通
し
を
問
う
。

五

伊
藤
恒
敏
東
北
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
教
授
は
、
朝
日
新
聞
紙
上
で
医
師
不
足
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と

を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

�

厚
生
労
働
省
は
、
地
域
の
医
師
不
足
解
消
策
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
医
師
派
遣
命
令
を
与
え
る
と
か
、
へ
き
地
で

の
診
療
経
験
を
院
長
の
資
格
や
開
業
の
条
件
に
す
る
と
か
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
、
即
効
性
や
実
効
性
を
強
調
す
る
が
、

一
貫
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

医
師
は
常
に
技
量
を
高
め
ら
れ
る
職
場
を
求
め
て
お
り
、
医
師
を
派
遣
す
る
に
し
て
も
、
育
成
と
い
う
観
点
が
な
い
と

効
果
が
乏
し
い
。

�

医
師
を
へ
き
地
に
派
遣
す
る
場
合
、
そ
れ
ま
で
勤
務
し
て
い
た
病
院
を
退
職
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
医
師
は
自
分
が
望

む
病
院
に
復
帰
で
き
る
保
障
が
な
い
と
不
安
で
あ
る
。
勤
務
医
の
労
働
条
件
と
収
入
は
開
業
医
に
比
べ
見
劣
り
し
、
勤
務

時
間
も
長
く
休
日
も
取
り
に
く
い
。
地
域
の
職
場
環
境
は
一
段
と
苛
酷
に
な
り
、
悪
循
環
に
陥
る
。
「
地
方
の
医
師
不

六



在
」
が
さ
ら
に
深
刻
に
な
る
。

�

院
長
や
開
業
の
資
格
に
、
へ
き
地
医
療
の
経
験
を
義
務
化
す
る
の
も
、
医
師
育
成
の
視
点
が
な
け
れ
ば
、
単
な
る
数
合

わ
せ
で
、
医
療
の
質
が
下
が
る
の
で
は
な
い
か
。

�

医
師
の
育
成
に
は
、
働
き
な
が
ら
学
ぶ
研
修
が
不
可
欠
で
、
時
間
も
か
か
り
、
現
場
に
は
指
導
医
も
必
要
で
あ
る
。

�

医
療
政
策
を
立
案
す
る
場
合
に
重
要
な
の
は
、
医
師
不
足
と
い
う
「
症
状
」
の
背
後
に
ど
ん
な
「
病
態
」
が
あ
る
か
を

見
極
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
分
析
が
足
り
な
い
。
長
い
目
で
、
医
師
を
育
成
し
よ
う
と
い
う
観
点
や
ビ
ジ
ョ
ン
が
感
じ

ら
れ
な
い
。

�

そ
の
上
で
、
同
氏
は
、
大
学
が
育
て
る
専
門
医
と
地
域
に
必
要
な
総
合
診
療
医
を
育
成
す
る
た
め
に
は
大
学
と
地
域
の

病
院
と
行
政
（
国
等
）
が
一
体
に
な
っ
た
「
医
師
育
成
機
構
」
の
設
置
を
提
案
し
て
い
る
。

専
門
医
の
育
成
を
軸
に
、
地
域
の
第
一
線
の
総
合
診
療
も
で
き
る
医
師
を
十
五
年
か
ら
二
十
年
か
け
て
育
て
る
体
制
の

構
築
で
あ
る
。
同
時
に
医
師
に
は
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
準
備
し
、
専
門
医
に
な
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
、
総
合

診
療
医
と
し
て
の
技
量
を
磨
け
る
環
境
を
整
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、
医
師
の
へ
き
地
に
派
遣
さ
れ
る
不
安
も
解

消
で
き
、
専
門
医
や
総
合
診
療
医
と
し
て
現
場
に
立
て
る
。

七



不
足
し
が
ち
な
地
域
に
も
、
医
師
が
常
に
い
る
と
い
う
状
態
が
、
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

と
指
摘
し
て
い
る
。

政
府
は
、
同
氏
の
指
摘
及
び
建
設
的
な
提
案
�
か
ら
�
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
見
解
を
伺
い

た
い
。

右
質
問
す
る
。

八


